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法令等から見た適正規模について 
 

 
○学校教育法施行規則（昭和２２年５月２３日文部科学省令第１１号） 

 
第４１条 小学校の学級数は，１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし，地域の実態その他により 
特別の事情のある時は，この限りでない。 

   ※同条の規定は，第７９条で中学校に準用。 
 
 
  ○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令（昭和３３年６月２７日政令第１８９号） 
  （適正な学校規模の条件） 

第４条 法第３条第１項の第４号の適正な規模の条件は，次の各号に掲げるものとする。 
    (１) 学級数がおおむね１２学級から１８学級までであること。 
     (２) 通学距離が，小学校にあってはおおむね４ｋｍ以内，中学校にあってはおおむね６ｋｍ以内で 

あること。 
    

 
    学級数による学校規模の分類（公立小・中学校の国庫負担事業認定申請の手引き等から引用） 
   

学校規模の分類 過小規模校 小規模校 適正規模校 大規模校 過大規模校 

学 級 数 
小学校１～５ 
中学校１～２ 

小学校６～11
中学校３～11

１２～１８ １９～３０ ３１学級以上 

 
 
   
学級編成の標準 
○公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律（昭和３３年５月１日法律第１１６号）  

 第３条第２項表中から引用 
学校の種類 学級編成の区分 １学級の児童又は生徒の数 

同学年の児童で編成する学級 ４０人 
小 学 校 ２の学年の児童で編成する学級 

（複式学級） 
１６人 

(第１学年の児童を含む学級の場合は，８人) 
同学年の生徒で編成する場合  ４０人 

中 学 校 ２の学年の生徒で編成する学級 
（複式学級） 

  ８人 

 
 


